
七崎・居倉・森
田之上・唐栗
宮田・大月・重里
美江寺・十七条
十八条・古橋
横屋・中宮
呂久

稲里
穂積（多利町を除く）
本田団地
本田緑町

別府
穂積（多利町のみ）

馬場・生津・只越
本田（本田団地・
本田緑町を除く）

十九条・牛牧
宝江・野田新田
野白新田・祖父江
犀川

毎月

第2
曜日木

毎月

第1
曜日木

毎月

第1
曜日木

毎月

第3
曜日木

毎月

第4
曜日木

【収集地区と収集日】

●飲料用ペットボトルは、回収機もご利用ください。
　（詳しくは、裏表紙をご覧ください。）
●中身は空にして洗ってください。
●プラスチック製キャップ及びラベルは、プラスチック製容器
　包装（8ページ）、または可燃ごみ（3ページ）として出してください。
　金属製キャップはかん類（7ページ）として出してください。

注意していただくこと

飲料用 酒類用 調味料用

必ずマークを確認して
ください。
ペットボトルの形であっ
ても、マークが表示さ
れてないものは、対象
になりません。

キャップを
はずして中を
洗ってネ。

キャップを
はずして中を
洗ってネ。

※キャップははずしてプラスチック製容器包装または
可燃ごみとして出してください。
※ラベルは、はがしてください。

資源ごみ

ペットボトルペットボトルペットボトル

七崎・居倉・森
田之上・唐栗
宮田・大月・重里
美江寺・十七条
十八条・古橋
横屋・中宮
呂久

稲里
穂積（多利町を除く）
本田団地
本田緑町

別府
穂積（多利町のみ）

馬場・生津・只越
本田（本田団地・
本田緑町を除く）

十九条・牛牧
宝江・野田新田
野白新田・祖父江
犀川

毎月

第2
曜日木

毎月

第1
曜日木

毎月

第1
曜日木

毎月

第3
曜日木

毎月

第4
曜日木

【収集地区と収集日】

●スプレー缶は、爆発の恐れがありますので、必ず穴をあけてください。
●飲料用空き缶は、回収機もご利用ください。
　（詳しくは、裏表紙をご覧ください。）
●中身は空にして洗ってください。
●地区のごみステーションに出せるものは「容器としての金属缶」です。
　それ以外の金属は粗大ごみとして出してください。
●蚊取り線香の容器のフタは粗大ごみとして出してください。
●油や塗料が残っている場合は新聞紙等でふき取り、粗大ごみとして出してください。
　また、ふき取った新聞紙等は可燃ごみとして出してください。

注意していただくこと

資源ごみ

かん類かん類かん類

アルミ缶・スチール缶

缶詰の缶・スプレー缶
お菓子の缶・ペットフードの缶

金属製キャップを含む。

チョコ

お菓子の缶

6


